
１９７７年１２月３日第３種郵便物認可(毎月 18 回 1･2･3･5･6･7 の日発行)２０１０年３月１９日発行ＳＳＫＰ通巻４３８７号はばたけだよりＮＯ.１０９ 

 
                             編集 社会福祉法人おおぞら会 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰはばたけ 

                                         編集責任者  三浦 明雄 
        

〒181-0014 東京都三鷹市野崎３－１７－９

 

                         
  ℡ 0422-32-3234 FAX 0422-32-3274 

                                             URL http：//habatake.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ≪あすは kids 新車両ハイエース≫ 
 3 月１日からおおぞら会の新規事業として児童デイサー 

ビス「あすは kids」がスタートしました。そして活動用の 

新車両が届きました。これは NHK 歳末たすけあいの義援金 

が東京都共同募金会を通じて社会福祉法人おおぞら会に配 

分されたものです。 

市民の皆様の心あたたまる思いに、法人一同より厚く感 

謝御礼申し上げます。そして、あすは kids をよろしくお願 

いします！ 
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〓おおぞら会の新事業を応援してください〓 
 

  社会福祉法人おおぞら会では、障がい者の地域生活を支える通所施設、 

グループホーム、移動支援事業（ガイドヘルパー派遣）、ショートステイ、そして 

この 3 月より児童デイサービスと５つの事業を展開してきております。しかしまだ、地域の中に

は困難を抱えた人たちのニーズがたくさんあり、法人としてやるべきことがまだまだあると実感

しております。 

現在、短期の目標として、平成 2３年度をめざし、「はばたけに入りたい」と待機している人た

ちや、はばたけ利用者の活動の場を広げるための第 2 の通所施設、そして生涯を地域で暮らした

いと願う人たち（障がいのある無しに関わらず）の高齢者小規模多機能型居宅介護事業を展開し

ていきたいと考えています。しかし、そのためには多くの自己資金が必要となり、まだまだ足り

ていないのが現状です。 

人と人がつながりを実感できる地域をつくっていきたいという願いのもとこれらの事業を展開

していくためには、より多くの皆様のご理解とご協力が必要となります。趣旨をご理解いただき、

どうか少しでもご協力をいただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

                              社会福祉法人おおぞら会 

                            社会福祉法人おおぞら会後援会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ぜひご協力を…ご連絡は各事業所（8 ページ）まで 

②後援会のご加入

会費年間 2,000 円

（一口）です。会のニ

ュースをお送りしま

す

①ご寄付 

事業所改修費、土地

購入費、建築費など

の一部に当てます。 

税控除が受けられます。

障がいのある子どもたちの

放課後を楽しく充実したもの

になるように支援します。 

あすは Kids 

（児童デイサービス） 

平成 22 年３月開設 

はばたけ第２（仮称） 

（障がい者就労支援・高齢者小

規模多機能型居宅介護） 

平成 23 年８月開設予定 

 
障がい者も高齢者も同じ地域に住む

一員として、働きがい・生きがいのある暮ら

しができるよう支援します。 

 

③つなぎ資金のご提供

1 年間のつなぎ資金が必

要です。低利子または無利

子でご協力いただける方。

⑤バザー品のご提供

9 月にバザーをしま

す。 

8 月ごろから提供品の

④お手伝い 

開設までの準備や

日々の活動（送迎など）

を手伝ってくださる方

を求めています。 
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特選写真集！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

はばたけメンバー三鷹を駆け抜ける！ 
 
２月１４日（日）に開催された「第１

８回三鷹市民駅伝」に、はばたけ代表の

「完走！はばたけチーム」が出場しまし

た。制限時間の関係で残念ながら途中繰

り上げスタートとなりましたが、ケガな

どで棄権することもなく無事に完走を果

たすことができました。 
今回の大会は３年振りの参加になりま

したが、はばたけのロゴが入った新ユニ

フォームに「はばたけガンバレ！」と、

沿道からの声援も沢山頂くことができま

した。 
ご声援を頂いたことに、あらためて感

謝御礼を申し上げます。来年は“完全完
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社会福祉法人おおぞら会 新規事業 

                          児童デイサービス 開始！ 
                          

 

障がいのある子どもたちの放課後支援の場として… 

「特別支援学校（学級）に通う子ども達が、放課後に過ごせる場所を作りたい。子ども同士の関わ

り合いから、色々な事を経験し成長していって欲しい」･･･そんな想いを込めて、いよいよ平成２２

年３月より、児童デイサービス「あすはＫｉｄｓ」を開始することになりました。 
もともと昨年６月より知的障害児の放課後支援として、武蔵野市委託の日中一時支援事業を『サポ

ートネットあすは』で行ってきましたが、要望も多いことから、国の制度である「児童デイサービス」

として、定員を１日３名から１０名に増員して再出発することとなりました。 
そしてこのたび、開設に伴い拠点を武蔵野市八幡町の五日市街道沿いに移転。活動スペースも格段

に広くなりました。『サポートネットあすは』の事務所も、同じ屋根の下に引っ越しをしました。ど

うぞ、よろしくお願いします！ 
 

「あすはＫｉｄｓ」では… 
 

1．楽しく充実した放課後の時間にします。 
2．子どもの意思を尊重し、選択や主張ができる力を身につけられるようにします。 
3．子ども同士や支援員との交流から、社会性を身につけるための支援をします。 
4．日常生活における基本的な動作を身につけるための支援をします。 

 
開所日・時間・定員 

 
場所：武蔵野市八幡町１－６－１（五日市街道「関前三丁目」バス停前） 

曜日：月曜日から金曜日まで（土日・祝祭日・年末年始とお盆の数日は休みです）。 

時間：原則として、学校下校時から午後６時まで（長期休暇中は、午後１時から午後５時） 

定員：１日 10 名（小学１年生～中学３年生） 

 

☆ 現在は、小学２年生から中学３年生までの子ども達が通ってきてくれています。ほとんどが 
男の子で（これから始まるあすはＫｉｄｓでは、女の子も増えてくれるでしょうか？！）、   
毎日元気に公園や図書館へ出かけたり、季節の行事、おやつ作りをしてにぎやかに過ごして 
います♪ 

      また、香草亭でお茶をしたり、夏休みには一緒

に「カキ氷作り」をしたりと「はばたけ」とも交

流しています。あすはＫｉｄｓの子ども達を見か

けた時には、ぜひ声をかけて下さいね～ 
  
 
        「クリスマス忘年会」での１コマです。普段は 

利用曜日が決まっていますが、この日は色々な 
曜日の子ども達が集まって、一緒に過ごしました。 
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ある日の“あすはＫｉｄｓ” 

 

 
学校終了時間 送迎車でお迎え 

   

  身支度・はじまりの会 

 

 

 

 

 

室内で自由に過ごす 

  

 

おやつ作り 

 

 

 

 

 

 

 18:00 保護者お迎え 
 

 

はじまりの会では、予定の

確認をしています。職員が

司会をしていましたが、最

近は子ども達が司会役に

立候補してくれることも

あります。 

 

この日のメニューは、ホットケーキの生地をたこ焼き器で焼いた「まるいケーキ」です！ 

たこ焼き器の中で生地を上手にひっくり返せるか、子ども達も職員も夢中になりました。 

中には、「本物のタコはないの～？」「たこ焼きが食べたーい！」という声も…。 

おやつ作りは、目的が分かりやすく、しかも楽しく美味しいこともあって、子ども達にも 

大好評です。新しい事業所には広いキッチンがあるので、これから何を作ろうか楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

真剣な表情…            「まるいケーキ」の完成です！ 

 

 

あすはＫｉｄｓのこれから 

 

９ヶ月という短い期間ではありますが日中一時支援事業を行ってきて、子ども達と職員との関係は 

少しずつ出来てきたように思います。これからは、１日１０名の子ども達が「あすはＫｉｄｓ」に 

通ってきてくれます。子ども達同士の関わり合いをどう作っていくか？簡単なことではありませんが、

子ども達にとって楽しい放課後になるようにしたいと考えています。 

                                                               あすはＫｉｄｓ 職員一同 
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   春色の花が咲き始め、季節の移りを感じる今日このごろです。皆様におかれましては益々ご清祥の

こととお喜び申し上げます。 
   さて、おおぞら会では、この 3 月より「あすはｋｉｄｓ」の開設と「サポートネットあすは」の

事務所移転、さらに今後に向けては、障がいのある人たちの働く場とはばたけ待機者の解消のため

の第 2 の通所施設、そして高齢になったときの地域生活の拠点となる小規模多機能型事業所の立ち

上げと夢に向かって一歩一歩歩んでいます。おおぞら会の事業が、障がい者のためとしてはもちろ

ん、地域の拠点となる場として地域の活性化につながっていけるような存在になることが、結果と

して障がいのある人たちにとって暮らしやすい街につながるのだと思います。 
大きな夢であり、実現には困難もたくさんありますが、地域をよくしたいという願いはきっと誰

もが思うことだと思います。ぜひ多くの皆様におおぞら会の夢に、ご賛同いただきご協力をいただ

ければ幸いです。 
                                  おおぞら会後援会 
                                  会長 吉野 壽夫 

2009 年度 12/17～3/3 
★後援会新規ご入会・ご更新★･･･ありがとうございました（敬称略） 

３名の方から、ご入会・ご更新をいただきました。 
★後援会へのご寄付★･･･ありがとうございました（敬称略） 

個人１名の方からご寄付をいただきました。 
★法人・施設へのご寄付★･･･ありがとうございました（敬称略） 

個人１８名、団体１団体からご寄付をいただきました。 
ありがとうございました。 
ご寄付は大切に使わせていただきます。 
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後援会の寄付と法人寄付について 

例年多くの皆様から「はばたけだより」に同封している払込用紙（料金加入者負担）によって、

おおぞら会の会費を頂いております。 

ご存知のことと存じますが、この会費は一旦社会福祉法人とは別組織の後援会への収入となり、

皆様の会費を合わせて一定時期に法人への寄付とさせて頂いております。 

後援会は税法上の控除はありませんが、社会福祉法人おおぞら会へのご寄付を戴くと 

１万円を超える部分が税法上の寄付金控除の対象となります。 

従って払込用紙を使ってご送金くださった金額でも、法人の領収書を必要とされる方は 

払込用紙通信欄にその旨ご記入下さい。後日法人より寄付金申込書用紙をお送りいたします。

お手数でもこの寄付金申込書に捺印されご送金くださると、法人から寄付金領収書をお届け 

いたします。この領収書が寄付金控除申告の際、添付資料となるものです。 

社会福祉法人おおぞら会へご寄付をされた方へ 

個人が法人へご寄付をされた場合、申告を行うことで一定の額が個人住民税の税額から控除される制

度ができました。この控除を受けるために、寄付した翌年の 3月 15 日までに所得税の確定申告をする必

要があります。これにより所得税の寄付金控除と個人都民税の寄付金税額控除の両方を受けることが出

来ます。また、三鷹市個人市民税の税額控除も同様に対象となります。申告にあたり、寄付をした際受

け取った「寄付金受領証明書」を添付する必要がありますので、保管しておいて下さい。 

 尚、所得税の確定申告をせずに個人住民税の寄付金税額控除のみを受けようとする場合は、寄付をし

た翌年の 1 月 1 日現在居住する区市町村へ申告することができます。但し、この場合は所得税の寄付金

控除は受けられません。 
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活動日誌  1 月 1 日（金）～２月２８日（日）まで 

        

1 月 1（日） 年始休暇（～4 日まで）  2 月 5（金） 節目を祝う会 

  5（火） 初詣、書初め   9（火） 健康個別相談 

  16（土） 理事会、評議員会   10（水） 家族懇談会 

  27（水） 総括会議   14(日) 三鷹市民駅伝 

  29（金） 自治会   17（水） 方針会議 

      26（金） 「理念を語る会」 

「資金を豊かにする会」 

  職員会議 15(金) 29（金）   職員会議 12（金） 26（金） 

        

       

       

       

        

         

     

 

   

 

 

◎来訪された方々（2 月２８日現在） 

   TKC・櫻井様   ミュージックボランティア協会・櫻井様   健康ｾﾝﾀｰ・笠原様   ハピネスセンター様 

   とも企画設計様   つばさ訪問看護ステーション様   小川クリニック・小川様   ＳＥＣエレベータ様 

  （株）東京ライフサービス様   鴨下様   国立厨房様  ＮＰＯ法人アンリミテッド様  土屋設備工業様 

   内藤設備様   グリーンシステム様   ティアーズコンピュータ様   飯島意匠・飯島様   遠藤（ひ）様 

◎実習生の方々（社会福祉援助技術実習・介護等体験・養護学校進路実習） 

   武蔵野東学園・米井様  三鷹臨床福祉専門学校・佐々木様、菅野様、横山様、田中様 

◎ボランティアの方々（いつもありがとうございます） 

   古庄様  

 

 

 

 

何もない日曜日の朝、３歳になった娘はトーストに牛乳、ぼくはトーストと珈琲で我が家のカウン

ターに並んで座り、他愛もない会話をしながら二人で食べるのが、ぼくのささやかな憩いの時となっ

ている。女の子は口が達者というけれど、娘の口から次から次へと出てくる言葉は楽しい。「ねえね

え、これナンジャクエン（何百円）」「わっ、ケムクラジャー（けむくじゃら）」なんて言う。 

「ペンペンのえんそく」（絵本）も何度も読んで聞かせるうちに、ページをめくりながら凡そをナ

レーションしてしまう。ある朝など、「早く着替えなさい！」とつれ合い（妻）がいうと「だって、

あきさんもパジャマじゃん」などと切り返す。我が家は互いを名前で呼びあうことにしているのだが、

保育園の中ではちゃんと「パパ」「ママ」と周りの調子に合わせている。要するに子どもは凄いと感

心させられるのだ。 

そして思う。みんな同じだな。ことばを読めなくても、沢山のことばと出会い、そして体の中に蓄積

していく。周りの環境を受け入れながら自分なりの表現を身につけていく。だから、どんなに障がい

が重くても、語りかけることはとても大事だし、いろいろな人と出会い、出かけ、見たり聞いたりす

ることが必要だと。そして、言葉なきことばを彼らから感じ取れた時、なぜか、ぼくはうれしくなる。 

（みうら あきお） 
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                社会福祉法人おおぞら会 
・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰはばたけ（知的障害者授産施設[通所]） 三鷹市野崎 3-17-9 tel 0422-32-3234 
・サポートネットあすは（移動支援[居宅介護]事業）（日中一時支援事業）武蔵野市関前 2-5-14 

・ショートステイさくら（短期入所事業）              tel 0422-36-5151 

・つなぐなかまの家・さくらハイツ（グループホーム・ケアホーム事業） 

 

 

 

 

はばたけがやっている、さまざまな活動に 

手を貸してくださる方を大募集！ 

 

○送迎の運転手さん ○公園清掃に出てくださる方 ○厨房の助っ人さん（食器洗い等） などなど… 

 

具体的な仕事に限らず、「日頃のちょっとしたことを、近隣の方にお願いできたらいいな」と考えています。 

地域に開いた活動をしたい、という思いをどうやって現実にしていくか？これは今後も大きなテーマです。 

 

「はばたけって今何をやってるの？」とちょっと気になった方・地域のイベントで人手が欲しいという方・そ

の他なんでもお気軽にご連絡下さい。チラッと様子を見に来ていただくだけでも大歓迎です。喫茶・香草亭で

おいしいコーヒーをご用意してお待ちしていま～す！ 

 

 

 

 

３３回目となった「国会請願署名・募金運動」がスタートしました。内閣には「障がい者制度改革推進本部」 
が設置され、３月に早くも第４回となる改革推進会議が開催されました。国のこうした動きは、これまで私た

ちが切に願っていたところであり、よりよい制度を作る絶好の機会でもあります。新たな法律の制定に際して、

私たちの声を国に届けていかなくてはなりません。引き続き、この署名活動にみなさんのご支援とご協力をよ

ろしくお願いします！ 

 

                     ～助っ人さん・署名活動のお問い合わせはこちら ～ 

 

                     〒１８１－００１４ 三鷹市野崎３－１７－９ 

                        アクティビティセンターはばたけ内 

                             「助っ人・署名係」までお願いします！ 

 

                      電話 ０４２２－３２－３２３４  担当：中野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［編集後記］ 

1 月は「行き」、2 月は「逃げ」、3 月は「去る」。毎年のことながら、この時期は慌しく過ぎて行きます。 

♪時の流れに身をまかせ～…とも言っていられず、予算・決算・中長期計画と。やることいっぱい！ 

といいながらもタバコを一服、息抜きも大事ですね。暖かくなってのんびり散歩日和も増えましたが、 

   今度はやっかいな花粉がいっぱい！ 花粉症も「行き、逃げ、去る」してほしいものです。（なかの） 

 

発行 障害者団体定期刊行物協会 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21 

企画･編集 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰはばたけ  編集責任者 三浦明雄  編集委員長 入倉暁子  編集委員 卜部禎生 中野昭精 〔頒価 50 円〕 
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